
福祉機器貸出し 
秋田市社会福祉協議会では、在宅介護の負担軽減として、 

 「福祉機器」 を貸出しています。 

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会 

令和４年４月発行 

利用されるみなさまへ 
[料金について] 
利用料は 無料 です。 
※運搬については、利用される
方にお願いします。 

[利用できる方と期間] 
次の場合は、６箇月以内 
‣低所得世帯

(住民税非課世帯)の利用
‣他に活用できる制度がない
場合の利用

次の場合は、１箇月以内 
‣他制度へ利用申請中であ
って、そのつなぎでの利用

‣試用のための利用

[お申込み・お問い合わせ] 

社会福祉法人 

秋田市社会福祉協議会 

〒010-0976 
秋田市八橋南一丁目 8-2 
TEL ８６２－７４４５   
FAX ８６３－６０６８  

月～金曜日  8:30 – 17:00 



福 祉 機 器 貸 出 

介護用ベッド ※本体のみ
手元のリモコンで背中の角度調整とベッド
の高さが個別に操作できます。 

サ イ ズ：高さ 0.7～1.0m（頭側） 
高さ 0.65～0.95m（足側） 
幅 1.0m × 長さ 2.1m 
床高さ 約 0.3～0.6ｍ 

ベッド重さ：約 85～90kg 利用者耐荷重：100kg 
モーター形式：2 モーター式 
電  源：AC 100V 50/60Hz 
消費電力：130～200W 
電源コード長さ：約 2.0ｍ 
※  貸出し台数については変動があります。 

詳しくは、ご相談ください。 

スペック 

大型の貸出し用品等をご利用される場合は、運搬用に貸出し用軽トラックをおススメしております。 
電動リフト付となっておりますので１～2人でも積み下ろし可能となります。 
詳しくは、ご相談ください。

大型の貸出し用品の運搬には貸出し用軽トラックをご利用ください 

※ベッド本体（イメージ写真）

 

ベッドは新品ではありません。 
市民のみなさま等から寄贈いただいた物品もあ
りますので、いつも決まった形式のベッドがあ
ると限りませんので、ご理解をお願いいたしま
す。 
 また、ベットの運搬（貸出・返却）について
は、ご自身で運送業者を手配していただくか、
秋田市社協が貸出しをしている軽トラック等を
利用して運搬していただくことになりますので
ご了承ください。 

ご注意ください！ 

エアマット ※ベッドマットレスとは違います。
空気を分散して圧力管理。
床ずれ防止のベーシックモデルです。 

マットサイズ：高さ 0.08m × 幅 0.8cm × 長さ 1.9m 
ポンプサイズ：高さ 12cm × 幅 24cm × 長さ 16cm 
本体重さ：4.2kg  ポンプ重さ：2.3kg 
電  源：AC 100V 50/60Hz 
消費電力：7W 

スペック 

床ずれ防止用エアマット CR－238 4 台 
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福 祉 機 器 貸 出 

シャワーチェアー  FY9993 2 台 

サ イ ズ：高さ 80～98cm × 幅 59cm × 奥行 64cm 
折りたたみ時：高さ 96～114cm ×幅 24cm × 奥行 64cm 
重  さ：約 10.5kg 

スペック 

リクライニング車いす
長時間の使用も快適、身体に優しい
介助用フルリクライニング車いす 

サ イ ズ：全高 131cm ×幅 60cm × 全長 110cm 
シート幅 46cm × 前座高 50cm 

折りたたみ時：全高 83cm ×幅 60cm × 全長 96cm 
重  さ：28kg  耐荷重：100kg 
タイヤサイズ：前輪 6 インチ 後輪 12 インチ  

スペック 

介助用 NHR－11 １台 

シャワーチェアー（折りたたみ式）
ゆったり座面の安心設計。深いＵ字でお世話
楽々。 

サ イ ズ：高さ 73～83cm × 幅 53cm × 奥行 46cm 
折りたたみ時：高さ 26cm × 奥行 46cm 
座  面：高さ 38～48cm ×幅 53cm × 奥行 34cm 
重  さ：約 3.8kg  耐荷重：100kg 

スペック 

長時間の使用も快適、身体に優しい
自走式リクライニング車いす 

サ イ ズ：全高 128cm ×幅 65cm × 全長 113cm 
シート幅 40cm × 前座高 46cm 

折りたたみ時：全高 128cm ×幅 31cm × 全長 119cm 
重  さ：20kg  耐荷重：100kg 
タイヤサイズ：前輪 7 インチ 後輪 24 インチ 

スペック 

自走式 MW－13 １台 

歩行器  TY157F 

歩行器
幅 59cmで狭い場所でも回りが楽に行えます。
ベース部分がベッドの下に入るため、ベッドからの
立ち上がりが楽に行えます。 
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１ お申し込み 
・来所または電話により 空き状況をご確認 のうえ、お申し込みください。 

２ 貸 出・返 却 
・秋田市社会福祉協議会の受付窓口へお越しください。                 

・使用する前に物品の状態をご確認ください。 

３ ご利用上の注意 

・ご利用月の ３カ月前 からお申し込みすることができます。 

・貸出・返却に伴う物品の運搬については、原則として利用者が行ってください。 
・物品の使用方法について説明が必要な方は、事前にお知らせください。 

・正しい使用方法で使用してください。 
・物品に異常がある場合は、速やかに本会にご連絡ください。 
・許可なく第３者へ貸し出さないでください。 
・返却期限は守ってください。 
・きれいに掃除して返却してください。 

お申し込み・お問い合わせ

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会 
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目８－２ 
TEL ８６２－７４４５ 
FAX ８６３－６０６８ 
月曜日 ～ 金曜日 ８:３０ ～ １７:００ 

 案 内 図 

手続き方法について 


	利用されるみなさまへ
	[料金について]
	利用料は 無料 です。
	※運搬については、利用される方にお願いします。
	[利用できる方と期間]
	次の場合は、６箇月以内
	‣低所得世帯
	(住民税非課世帯)の利用
	‣他に活用できる制度がない場合の利用
	次の場合は、１箇月以内
	‣他制度へ利用申請中であって、そのつなぎでの利用
	‣試用のための利用
	[お申込み・お問い合わせ]
	社会福祉法人
	秋田市社会福祉協議会




